
名称

所在地

認可年月日

期間満了日

区域面積

区画数

用途地域

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

所沢市大塚地区

山口2536-27他

無指定

1戸建の専用住宅とする。ただし、次にかかげる用途を兼ねた1戸建住宅の場合はこの
限りでない。

イ、医院　　ロ、事務所　　ハ、日用品の販売を主な目的とする店舗　　ニ、日常生活に
かかわるサービスを営む店舗　　ホ、各種教室

平成19年10月3日

令和9年10月2日

19,033.87㎡

95

所沢市大塚地区

協定事項

この協定の認可の公告後、敷地を分割する場合には、分割された後のそれぞれの敷地
面積は100㎡以上とする。

4ｍ未満の道路については、建築の際道路中心より2ｍ後退することとする。

敷地内の空き地は、環境に応じ良好な管理を行うものとする。

前項の建築物に付属するもの。

地階を除く階数は2以下とする。

地盤面からの高さは10ｍ以下とし、軒の高さは7ｍ以下とする。


